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一
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の
規
定
に
よ
り
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認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

認
証

番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

百
一

ジ
ャ
ム
類

富
谷
町
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

生
産
組
合　

組
合
長　

横
田
善
悦

富
谷
町
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

生
産
組
合

黒
川
郡
富
谷
町
明
石
字
二
反
目
三

十
二
番
地
一

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
柴
田
農

林
高
等
学
校
の
農
産
物
の
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
八

年
三
月
三
十
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　
　
　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

柴
田
郡
柴
田
町
西
船
迫
一
丁
目
十
番
地
の
三　
　

み
や
ぎ
仙
南
農
業
協
同
組
合　

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
江
合
川
沿
岸
土
地
改

良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

高　
　

橋　
　

平　
　

勝　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日

氏　
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大
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市
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川
川
熊
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長
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百
三
十
六
番
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事
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成
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十
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五
月
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十
二
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平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日

鈴　

木　
　
　

求

大
崎
市
古
川
雨
生
沢
字
大
谷
川
十
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日

大

栁

武

男

大
崎
市
古
川
長
岡
針
字
山
王
十
四
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日

髙

山

正

夫

大
崎
市
田
尻
大
沢
字
田
部
堂
二　

四
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
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十
二
日

細

川

孝

志

大
崎
市
古
川
馬
放
字
街
道
南
北
三
十
五
番

地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日

木

幡

莊

一

大
崎
市
田
尻
北
小
牛
田
字
川
名
押
堀
十
一

番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日

後

藤

清

夫

大
崎
市
田
尻
沼
部
字
十
文
字
四
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日

佐
々
木　

重　

司

大
崎
市
古
川
沢
田
字
中
門
三
十
九
番
地
一

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日

石

川

忠

勝

遠
田
郡
美
里
町
南
高
城
字
屋
敷
三
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日

金

田

貴

裕

大
崎
市
古
川
桜
ノ
目
字
飯
塚
江
四
十
五
番

地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日

高

橋

春

喜

大
崎
市
田
尻
小
松
字
寺
浦
三
十
八
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日

佐

藤

正

名

大
崎
市
古
川
小
野
字
朽
木
橋
六
十
五
番
地

理

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日

氏　

家　
　
　

敏

大
崎
市
古
川
川
熊
字
長
清
百
三
十
六
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日

佐

藤

殖

治

大
崎
市
田
尻
大
嶺
字
金
田
三
十
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日

後

上

孝

行

大
崎
市
田
尻
字
町
二
百
三
十
五
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日

石

川

忠

勝

遠
田
郡
美
里
町
南
高
城
字
屋
敷
三
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日

佐　

藤　
　
　

勝

大
崎
市
古
川
小
野
字
窪
九
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日

今

野

建

司

遠
田
郡
美
里
町
平
針
字
大
谷
地
七
十
四
番

地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日

木

幡

莊

一

大
崎
市
田
尻
北
小
牛
田
字
川
名
押
堀
十
一

番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日

佐
々
木　

重　

司

大
崎
市
古
川
沢
田
字
中
門
三
十
九
番
地
一

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日

鈴　

木　
　
　

求

大
崎
市
古
川
雨
生
沢
字
大
谷
川
十
番
地

理

事

平
成
二
十
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年
五
月
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一
日

永

塚

健

悦
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崎
市
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川
小
林
字
沢
田
二
十
八
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日

後

藤

清

夫

大
崎
市
田
尻
沼
部
字
十
文
字
四
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日

髙

山

正

夫

大
崎
市
田
尻
大
沢
字
田
部
堂
二　

四
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日

細

川

孝

志

大
崎
市
古
川
馬
放
字
街
道
南
北
三
十
五
番

地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日

大

栁

武

男

大
崎
市
古
川
長
岡
針
字
山
王
十
四
番
地

理

事

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日

大

柳

正

彦

大
崎
市
田
尻
沼
部
字
百
塚
五
十
番
地

理

事

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
赤
井
字
川
前
四
番
四
十
八
番
八

　

東
松
島
市
赤
井
字
新
川
前
二
十
六
番
地
一　

ア
ー
バ
ン

ハ
イ
ツ
有
明
二
〇
六

 

木
村　

彬
人　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
中
央
二
丁
目
四
番
百
二
十
六
、
四

番
二
百
五
の
各
一
部
（
第
三
工
区
）
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二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

 

柴
田
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
上
平
百
二
番
一
、
百
三
番
一

　

岩
沼
市
桜
五
丁
目
九
番
七
号

 

猪
股　

昌
俊　
　
　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
九
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

第
一
条　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

目
次
中
「
第
四
十
八
条
の
三
）」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
）」
に
、

「
第
四
十
八
条
の
二
（
期
日
前
投
票
に
お
け
る
関
係
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
四
十
八
条
の
三
（
期
日
前
投
票
所
の
投
票
箱
の
保
管
）

」
を

「
第
四
十
八
条
の
二
（
期
日
前
投
票
に
お
け
る
関
係
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
四
十
八
条
の
三
（
期
日
前
投
票
所
借
料
承
認
の
手
続
）

第
四
十
八
条
の
四
（
期
日
前
投
票
所
の
投
票
箱
の
保
管
）

」
に
改
め
る
。

　

 　

第
百
五
十
四
条
中
「
及
び
専
ら
手
話
通
訳
」
を
「
、
専
ら
手
話
通
訳
の
た
め
に
使
用
す
る
者
及
び
専
ら
法
第
百
四

十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文

書
図
画
の
頒
布
又
は
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
の
た
め
に

口
述
を
要
約
し
て
文
書
図
画
に
表
示
す
る
こ
と
（
以
下
「
要
約
筆
記
」
と
い
う
。）」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
四
選
挙
運
動
従
事
者
及
び
労
務
者
に
対
す
る
実
費
弁
償
の
最
高
額
及
び
報
酬
の
最
高
額
の
項
第
四
号
中

　

「
㈢　

専
ら
手
話
通
訳
の
た
め
に
使
用
す
る
者　

一
日
に
つ
き
一
万
五
千
円
以
内
」
を

「
㈢　

専
ら
手
話
通
訳
の
た
め
に
使
用
す
る
者　

一
日
に
つ
き
一
万
五
千
円
以
内

㈣　

専
ら
要
約
筆
記
の
た
め
に
使
用
す
る
者　

一
日
に
つ
き
一
万
五
千
円
以
内
」
に
改
め
る
。

第
二
条　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

目
次
中
「
第
四
十
八
条
）」
を
「
第
四
十
八
条
の
三
）」
に
、

　

「
第
四
十
八
条
（
繰
延
投
票
の
事
由
発
生
届
等
）」
を

「
第
四
十
八
条
（
繰
延
投
票
の
事
由
発
生
届
等
）

第
四
十
八
条
の
二
（
共
通
投
票
所
の
借
料
承
認
の
手
続
）

第
四
十
八
条
の
三
（
共
通
投
票
所
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）」

に
、「
第
四
十
八
条
の
二

－

第
四
十
八
条
の
四
」
を

　

 

「
第
四
十
八
条
の
四

－

第
四
十
八
条
の
六
」
に
、「
第
四
十
八
条
の
二
（
」
を
「
第
四
十
八
条
の
四
（
」
に
、「
第
四

十
八
条
の
三
」
を
「
第
四
十
八
条
の
五
」
に
、「
第
四
十
八
条
の
四
（
」
を
「
第
四
十
八
条
の
六
（
」
に
改
め
る
。

　

 　

第
四
十
八
条
の
四
を
第
四
十
八
条
の
六
と
し
、
第
四
十
八
条
の
三
中
「
第
四
条
の
二
（
期
日
前
投
票
所
経
費
）
第

三
項
の
規
定
並
び
に
」
を
「
第
四
条
の
三
（
期
日
前
投
票
所
経
費
）
第
四
項
の
規
定
及
び
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四

十
八
条
の
五
と
し
、
第
四
十
八
条
の
二
を
第
四
十
八
条
の
四
と
す
る
。

　
　

第
六
章
中
第
四
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
　

（
共
通
投
票
所
の
借
料
承
認
の
手
続
）

　

第 

四
十
八
条
の
二　

第
二
十
八
条
（
投
票
所
借
料
承
認
の
手
続
）
の
規
定
は
、
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の

基
準
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
二
（
共
通
投
票
所
経
費
）
第
三
項
の
規
定
及
び
県
の
選
挙
に
お
い
て
共
通
投
票
所

の
借
料
を
要
す
る
と
き
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　

（
共
通
投
票
所
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

　

第 

四
十
八
条
の
三　

第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
、
第
三
十
三
条
第
二
項
並
び
に
第
百
七
十
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
は
、
共
通
投
票
所
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
中
、
第
一
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
三
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
十

九
日
か
ら
施
行
す
る
。

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
八
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
裁
決
手
続

の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

 

宮
城
県
収
用
委
員
会　
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一　

起
業
者
の
名
称　

宮
城
県

二　

事
業
の
種
類 　

花
渕
浜
地
区
海
岸
改
修
工
事
（
宮
城
県
宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
花
渕
浜
字
表
浜
二
地
先
海
浜
地
か
ら
同

町
花
渕
浜
字
浜
沼
地
内
ま
で
）

三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

　
　

土
地
の
所
在　

宮
城
県
宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
花
渕
浜
字
表
浜
一

地　

番

地　
　
　

目

地　

積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

収
用
し
よ
う
と
す
る
土

地
の
面
積
（
平
方
メ
ー

ト
ル
）

公　

簿

現　

況

公　
　
　

簿

実　
　
　

測

四
三
番

保
安
林

保
安
林

一
、
六
二
五

一
、
四
九
九
・
五
八

五
九
八
・
六
五

四　

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

土
地
所
有
者
不
明

　
　

た
だ
し
、
登
記
名
義
人　

亡
遠
藤
甚
藏　

法
定
相
続
人　

別
冊
の
と
お
り

五　

土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

　
　

高
山
開
墾
合
資
会
社

　
　

宮
城
県
宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
花
渕
浜
字
高
山
無
番
地
Ｎ
ｏ
．
３
６

　
　

た
だ
し
、
土
地
登
記
簿
上
の
住
所　

仙
台
市
東
二
番
町
一
三
五
番
地

　
　

権
利
の
種
類　

地
上
権

六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
三
日


